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指 示 

 

平成２４年３月３０日 

 

川内村長 殿 

 写）福島県知事 殿 

 

平成２３年（２０１１年）福島第一原子力発電所 

事故に係る原子力災害対策本部長 

 

東京電力株式会社福島第一原子力発電所において発生した事故に関し、原子力災害

対策特別措置法（平成１１年法律第１５６号）第２０条第３項に基づき、下記のとお

り指示する。 

 

記 

 

1. 川内村における平成２３年３月１２日の原子力災害対策本部長指示により避難の

ための立退きを求めた東京電力株式会社福島第一原子力発電所から半径２０キロ

メートル圏内の区域については、平成２３年１２月２６日に原子力災害対策本部に

おいて決定した「ステップ２の完了を受けた警戒区域及び避難指示区域の見直しに

関する基本的考え方及び今後の検討課題について」を踏まえ、平成２４年４月１日

午前０時をもって別紙のとおり①避難指示解除準備区域及び②居住制限区域に見

直し、各々の区域の居住者等に対してその旨周知するとともに、引き続き避難を継

続させること。 

 

2. 川内村における平成２３年４月２１日の原子力災害対策本部長指示により設定さ

れた警戒区域については、平成２３年１２月２６日に原子力災害対策本部において

決定した「ステップ２の完了を受けた警戒区域及び避難指示区域の見直しに関する

基本的考え方及び今後の検討課題について」を踏まえ、平成２４年４月１日午前０

時をもって解除し、居住者等に対してその旨周知すること。  

別添２－３ 
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（別紙） 

 

避難指示解除

準備区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

川内村大字上川内 字切払５０１番地１、５０１番地３ 

字大四郎５０６番地３、５０６番地４、 

５１９番地 

字楢生のうち、５０１番地５から５０１番地７、

５０２番地１、５０２番地２、 

５０３番地５７から５０３番地５９ 

を除く区域 

字金子塚の全ての区域 

字大鷹鳥谷の全ての区域 

字小鷹鳥谷の全ての区域 

字高山５０１番地 

字炭焼場１０番地１、５０２番地、５０３番地１、  

５０４番地、５１４番地１、 

５１４番地７、５１４番地８、 

５１４番地１２から５１４番地１７、 

５１５番地１から５１５番地５、 

５１６番地１、５１６番地６ 

字弓目幾のうち、５０１番地５、５０１番地８、

５０１番地９、５０２番地、５０５番地、

５０６番地、５０７番地、５０８番地 

を除く区域 

川内村大字下川内 字田ノ入のうち、９番地、１５番地、１６番地、

１９番地１から１９番地６、 

２０番地１、２０番地８、 

２１番地１から２１番地３、 

２２番地１、 

２２番地３から２２番地５、２３番地、

２４番地、２７番地１、 

２７番地４から２７番地６、 

２８番地３、 

３０番地１から３０番地３ 

を除く区域 

字鍋倉の全ての区域 

字道ノ下５２２番地１ 

字糠塚の全ての区域 
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避難指示解除

準備区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

字南の全ての区域 

字吉ノ田和の全ての区域 

字毛戸の全ての区域 

字五枚沢の全ての区域 

字上滝の全ての区域 

字館山５０１番地１、 

５１４番地から５２８番地、５３０番地 

字篠平の全ての区域 

字坂シ内１３３番地５、１４１番地７、 

１５２番地１から１５２番地３、 

１５３番地１から１５３番地５、 

１５５番地２、 

１５６番地２から１５６番地４、 

１５６番地６、１５７番地４、 

１５７番地８、 

１５８番地２から１５８番地４、 

１５９番地２、１５９番地４、 

１５９番地６から１５９番地１６、 

１６０番地９、 

１６１番地１から１６１番地３、 

１６２番地２、１６２番地３、 

１６７番地３、１６７番地９、 

１６７番地１９、１７６番地３、 

１７６番地５、１７６番地１４、 

２３６番地１、２３６番地２、 

５１１番地から５１３番地、 

５４７番地、５４８番地 

字山梨作の全ての区域 

字ドブ５０１番地、５０３番地１ 

字下仁井倉の全ての区域 

字宮坂５０１番地、 

５０１番地１５から５０１番地１９、 

５０１番地２２から５０１番地２６、 

５０２番地から５０６番地 

字原７３番地１４、７３番地１５、７３番地２９、 

７３番地３０、１０６番地９、 

１０６番地２３から１０６番地２７、 
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避難指示解除

準備区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０６番地３４、１０６番地３５、 

１０６番地３７、 

１０６番地３９から１０６番地４２、 

１０６番地４６、 

５０４番地１から５０４番地６、 

５０５番地から５１０番地 

字横根５０１番地 

字平沢１７番地、１８番地４、 

１８番地６から１８番地８、 

４５番地２４、 

７０番地１７から７０番地２０、 

７０番地２２から７０番地２９、 

７０番地３２から７０番地３７、 

７０番地４４から７０番地５６、 

７０番地５８から７０番地６２、 

７０番地６４、７０番地６７、 

７０番地７１から７０番地７６、 

７０番地７８、８６番地２，８６番地８、 

８７番地４、８８番地２、９８番地１、 

９８番地２、９８番地４、９８番地５、 

５０１番地１から５０１番地６、 

５０３番地から５０５番地、５０７番地、 

５０８番地１、５０８番地２、 

５１１番地１から５１１番地４、 

５１２番地から５１５番地 

字北川原１０３番地３４から１０３番地５０、 

１７９番地３、５２４番地１、 

５２４番地２、５２４番地４、 

５３０番地から５３６番地、 

５３７番地１、５３７番地２、 

５３７番地４、 

５３８番地から５４３番地 

字小田代５２７番地、５２８番地、 

５４９番地、 

５５０番地１から５５０番地５、 

５５１番地、 

川内村内国有林磐城森林管理署 
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避難指示解除

準備区域 

６０１林班から６０３林班、６０４林班の一部、６２７林班、 

６２８林班、６３０林班、６３１林班、６３４林班、６３７林班、

６３８林班の一部 

居住制限区域 

 

川内村大字下川内 字貝ノ坂の全ての区域 

字荻の全ての区域 

川内村内国有林磐城森林管理署 

６３２林班、６３３林班、６３５林班、６３６林班 

 

 


